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平成30年度 成人・若年層健康診査・歯科保健事業報告  

(平成30年4月～平成31年3月) 

 
 
（１） 成人健康診査 
市民の生活の質の維持・向上を目的として、生活習慣病に着目した健康診査として実施 

対象者： ４０歳以上で特定健康診査及び後期高齢者医療健康診査の対象とならない市民
（生保受給者・中国残留邦人）を対象に、年１回各協力医療機関で実施します。
対象者に受診券を送付します。 

実施日： ７月～９月 
場 所 ： 市内協力医療機関 （９０医療機関） 
診査内容： 問診、身体計測（身長・体重・腹囲・ＢＭＩ）、血圧、尿・血液・胸部Ｘ線検査、心電図、

眼底検査（医師の判断で実施）。 
 
 ＜開始年度：昭和６１年度＞ 

区  分 27年度 28年度 29年度 30年度 

対象者数 3,660 3,659 3,664 3,632 

受診者数 1,392 1,445 1,497 1,485 

受診率（%） 38.0 39.5 40.9 40.9 

結
果 

異常なし 71 83 83 77 

要指導 228 258 236 239 

要医療 1,028 1,104 1178 1169 

 栄養指導数 － － － － 

 
（２）若年層健康診査 
対象者： １８歳～３９歳までの市民 
※診査期間・内容は、成人健診と同様 

 

＜開始年度：男性は昭和３７年度、女性は平成元年度＞  
 

 

＜参考＞ 特定健康診査・後期高齢者健康診査実施状況 

 

区分 27年度 28年度 29年度 30年度 

対象者数 72,199 71,739 70,399 69,610 

募集人員（申込者数） 830 750 750（799） 750（752） 

受診者数（うち原発避

難者特例） 
684（1） 679（１） 685（0） 641（1） 

結
果 

異常なし 335 310 323 322 

要指導 248 252 242 214 

要医療 101 117 120 105 

栄養指導数 81 74 46 47 

区分 
27年度 28年度 29年度 30年度 

特定健診 
後期高齢

者健診 
特定健診 後期高齢

者健診 特定健診 後期高齢

者健診 特定健診 後期高齢

者健診 

対象者数 44,169 23,481 42,866 24,486 40,930 25,469 39,784 26,407 

受診者数 23,550 15,599 22,876 16,430 21,855 17,038 21,004 17,629 

受 診 率 53.3％ 66.4％ 53.4％ 67.1％ 53.4％ 66.9％ 52.8％ 66.8％ 

資料５ 
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 (３) 成人歯科健康診査 

    生涯にわたる歯と口の健康保持・増進及び８０２０の実現を目指し、ライフステージごと
の特性を踏まえた歯科健康診査を実施する。 
対象者： １８歳以上 (平成25年度～) 
実施日： ９～１０月 
場 所 ： 市内協力歯科医療機関 （１１３医療機関） 
＜開始年度：平成元年度＞    

 
27年度 28年度 29年度 30年度 

対象者数 214,471 216,509 219,811 218,227 

受診者数 10,115 9,982 9,306 8,765 

 

内
訳 

若年(18～39歳) 797 771 717 739 

歯周(40～64歳) 3,531 3,426 3,247 3,211 

高齢(65歳以上) 5,787 5,785 5,342 4,815 

 再掲（内75歳以上） - - - 2,587 

受診率（％） 4.7% 4.6% 4.2% 4.0% 

総
合
判
定 

健康 1,536 1,726 1,411 1,336 

要指導 831 739 716 2,025 

要治療・要精検 7,748 7,517 7,179 5,404 

 (４) 歯周病検診 〔健康増進法〕 《再掲》 

   歯周病等疾病の発見のみならず、自己管理能力を高揚させ、実践に結びつける健診と
して実施する。 
対象者 ： ４０･５０･６０･７０歳 （平成16年度～） 

    ＜開始年度：平成13年度＞      
 27年度 28年度 29年度 30年度 

対象者数 12,725 12,220 14,270 14,581 

受診者数 1,804 1,829 1,947 1,943 

 

内
訳 

４０歳 510 431 424 418 

５０歳 479 438 443 488 

６０歳 384 386 384 370 

７０歳 431 574 696 667 

受診率(%) 14.2% 15.0% 13.6% 13.3% 
総
合
判
定 

健康 218 255 260 232 

要指導 141 110 143 467 

要治療・要精検 1,445 1,464, 1,544 1,244 

(５) 後期高齢者医療制度歯科健康診査 〔後期高齢医療制度〕 《再掲》 

   高齢期の歯や口の特徴を踏まえ、残存歯の維持、口腔機能低下の気づき（オーラルフ
レイル対策）となる健診として実施する。 
対象者 ： ７５歳以上 （平成31年度～）、 

※成人歯科健診は年度末年齢だが、後期高齢者医療制度は健診日年齢になる。 
    ＜開始年度：平成30年度＞      

 30年度 

対象者数 28,185 

受診者数 2,587 

 

内
訳 

後期高齢者対象 2,453 

生保 20 

その他(誕生日前） 114 

受診率(%) 9.2% 

後期高齢者医療対象の判定結果 
総
合
判
定 

健康 369 

要指導 399 

要治療・要精検 1,685 
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